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1 

 

推進計画の基本的事項 

 

１ 推進計画の位置付け 

本推進計画は、武蔵村山市第七次行政改革大綱（以下「第七次大綱」という。）を踏ま

え、当該年度における行政改革を具体的かつ計画的に推進するための指針となるもので

ある。 

 

２ 推進計画の推進期間 

本推進計画の推進期間は、第七次大綱の推進期間（令和３年度からの５年間）を踏ま

え、令和４年度から令和７年度までの４年間とする。 

 

３ 推進計画の見直し 

本推進計画は、毎年度、各推進項目の実施状況を調査・把握した上で、社会経済情勢

の変化等に応じて、所要の見直しを図っていく。 

 

４ 事務事業の見直し及び改善 

本推進計画に掲げる推進項目以外の事務事業についても、第七次大綱の趣旨に沿って、

常時、見直し及び改善に努めるものとする。 

 

５ 推進計画の見方 

本推進計画の内容は、第七次大綱の第３章（行政改革の推進項目）を基本としており、

推進項目の新たな追加や削除は行っていない。 

なお、第七次大綱に掲げる推進項目の内容（取組内容、達成基準、年次計画等）を見

直したものについては、見直し前の内容に二重取消し線を引いた上で、見直し後の内容

を記載している（各推進項目の該当箇所については、網掛けをしている。）。 
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行政改革の推進項目一覧 

 

【改革の柱①】時代の変化に対応した行政サービスの提供 
 

推進項目 R4推進計画 所管課 備考 

１ 窓口サービスの改善    

 ⑴ 手続等の拡充    

  項番 １  電子申請サービスの拡充 実施 行政経営課等  

  項番 ２  キャッシュレス決済の導入 検討 ⇒  ―  市民課等 令和３年度実施済 

  項番 ３  窓口の混雑解消に向けた新たな取組の実施 実施 市民課等  

 ⑵ 手続等の簡素化・効率化    

  項番 ４  行政手続における押印原則の見直し － 文書法制課  

  項番 ５  マイナンバーカードの取得促進 実施 市民課  

  項番 ６  死亡・相続ワンストップサービスの検討 報告書提出 市民課等  

２ 行政サービスの見直し・充実    

 ⑴ 行政サービスの見直し    

  項番 ７  市税等の減免基準の見直し 実施 課税課等  

  項番 ８  企業誘致制度の在り方の検討 － 産業観光課 令和３年度検討終了 

  項番 ９  村山温泉かたくりの湯の在り方の検討 
   報告書 
   提出 

産業観光課 実施時期の変更 

  項番１０ 市民まつりの見直し 実施 産業観光課  

  項番１１ 粗大ごみ処理業務の見直し 実施 ⇒ 検討 ごみ対策課 実施時期の変更 

  項番１２ 福祉会館の在り方の検討 報告書提出 福祉総務課等  

  項番１３ 高齢者見守りの在り方の検討 検討 高齢福祉課  

  項番１４ 子どもカフェ事業の見直し 実施 
子ども子育て支 
援課 

 

  項番１５ 地域公共交通の見直し 実施 
交通企画・モノ 
レール推進課 

 

  項番１６ 成人式の見直し 実施 文化振興課  

 ⑵ 行政サービスの充実    

  項番１７ 多文化共生に係る取組の拡大 － 協働推進課 令和３年度実施済 

  項番１８ 空き店舗活用事業の実施 検討 産業観光課  

  項番１９ 介護人材の確保策の検討 報告書提出 高齢福祉課  

  項番２０ お互いさまサロンの拡充 ➞ 高齢福祉課  

  項番２１ 基幹相談支援センターの設置の検討 検討 障害福祉課  

  項番２２ 児童発達支援に係る庁内連携体制の拡充 実施 障害福祉課等  

  項番２３ がん検診（精密検査）の受診勧奨 ➞ 健康推進課  

－ ⇒  
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推進項目 R4推進計画 所管課 備考 

  項番２４ 特定健康診査の受診勧奨 ➞ 健康推進課  

  項番２５ 特定保健指導の利用勧奨 ➞ 健康推進課  

  項番２６ 保育人材の確保策の検討 報告書提出 子ども青少年課  

  項番２７ 空き家対策事業の実施 － 都市計画課  

  項番２８ 学校教育におけるＩＣＴ化の推進 実施 教育指導課  

  項番２９ スポーツを活用した地域活性化策の検討 検討 スポーツ振興課  

  項番３０ 電子図書の導入 検討 ⇒ 実施 図書館 実施時期の変更 

３ 協働・連携等の推進    

 ⑴ コミュニティの活性化    

  項番３１ 自主防災組織の活性化策の検討 － 防災安全課  

  項番３２ 自主防犯組織の活性化策の検討 － 防災安全課等  

  項番３３ 新たな自治会活性化策の実施 実施 協働推進課  

 ⑵ 協働・連携に向けた環境整備    

  項番３４ 災害ボランティア運営体制の整備 実施 ⇒  ―  協働推進課等 令和３年度実施済 

  項番３５ 新たな選挙啓発活動の実施 － 
選挙管理委員会 
事務局 

令和３年度実施済 

 ⑶ 男女共同参画の推進    

  項番３６ ワーク・ライフ・バランスの推進   →  ⇒  ―  協働推進課 令和３年度実施済 

４ 市民との情報の共有    

 ⑴ 広報の充実    

  項番３７ 効果的な情報発信の拡充 実施 秘書広報課  

  項番３８ 広報アプリの導入の検討 検討 秘書広報課  

  項番３９ ＩＣＴを活用した災害・防災情報の提供 実施 防災安全課  

 ⑵ 広聴の充実    

  項番４０ 広聴のデータベース化 実施 秘書広報課  

※年次計画における「➞」は、既に実施している取組を推進（拡充）するものである。 
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【改革の柱②】将来を見据えた弾力的な行財政基盤の確立 

 

推進項目 R4推進計画 所管課 備考 

１ 職員の能力向上及び意識改革    

 ⑴ 職員力・組織力の向上    

  項番４１ 職員定数の適正化 ➞ 行政経営課  

  項番４２ 新たな勤務意欲向上策の実施  －  ⇒ 実施 職員課 実施時期の変更 

  項番４３ 代替休暇制度の導入 実施 ⇒ 検討 職員課 実施時期の変更 

 ⑵ 人材育成の推進    

  項番４４ 文書作成能力向上研修の実施 実施 文書法制課  

  項番４５ 職員接遇マニュアルの改訂 － 職員課  

  項番４６ 職員研修の充実 実施 ⇒ 検討 職員課 実施時期の変更 

２ 弾力的な財政基盤の構築    

 ⑴ 歳入の確保    

  項番４７ 広告収入の在り方の検討 報告書提出 秘書広報課  

  項番４８ 企業版ふるさと納税制度の導入 実施 企画政策課等  

  項番４９ 新たな寄附制度の導入 実施 財政課  

  項番５０ 国民健康保険税率の見直し 実施 保険年金課  

  項番５１ 市民税未申告者の申告促進 ➞ 課税課  

  項番５２ 市税等収納対策の推進 ➞ 収納課  

  項番５３ 介護保険料収納対策の推進 ➞ 高齢福祉課  

  項番５４ 学童クラブ育成料収納対策の推進 ➞ 子ども青少年課  

 ⑵ 歳出の合理化    

  項番５５ (仮称)生涯学習センターの整備の検討 検討 企画政策課等  

  項番５６ 臨時財政対策債の発行額の抑制 ➞ 財政課  

  項番５７ 財政調整基金の残高の確保 ➞ 財政課  

  項番５８ 補助金等の整理合理化 実施 財政課等  

  
項番５９ 社会福祉協議会への財政支援等の在り方の 
     検討 

検討 福祉総務課  

  
項番６０ シルバー人材センターへの財政支援等の在り 
     方の検討 

報告書提出 福祉総務課  

  項番６１ 小学校学校給食調理等業務の民間委託 － 学校給食課  

３ 効率的かつ効果的な事務の執行    

 ⑴ 事務事業等の整理合理化    

  項番６２ 庁議等の所掌事項の検討 － 企画政策課 令和３年度検討終了 

  項番６３ 専決事案の見直し 実施 行政経営課  
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推進項目 R4推進計画 所管課 備考 

  項番６４ 行政評価制度の見直し 実施 行政経営課  

  項番６５ 附属機関等の整理統合 － 行政経営課等  

  項番６６ オフィス改革の検討 － 行政経営課  

 ⑵ ＩＣＴの活用     

  項番６７ ＡＩ・ＲＰＡを活用した業務の効率化 実施 行政経営課等  

  項番６８ Ｗｅｂ会議の拡充の検討 報告書提出 行政経営課  

  項番６９ ペーパーレス会議の導入の検討 
報告書 
提出 

 行政経営課 令和３年度実施済 

  項番７０ ビジネスチャットの導入の検討 検討 行政経営課  

  項番７１ 文書管理システムの導入の検討 報告書提出 文書法制課  

  項番７２ 電子決裁システムの導入の検討 報告書提出 文書法制課  

  項番７３ 庶務事務システムの導入 検討 職員課  

  項番７４ テレワークの導入 検討 職員課等  

  項番７５ 市税電子申告の促進 ➞ 課税課  

 ⑶ 公共調達の透明化    

  項番７６ 単価契約の適用の検討 報告書提出 総務契約課  

  項番７７ 一般競争入札の適用範囲の拡大に向けた検討 検討 総務契約課  

４ 受益者負担の適正化    

 ⑴ 手数料・使用料の見直し    

  項番７８ 事務手数料の見直し － 市民課等  

  項番７９ 下水道使用料の見直し 検討 道路下水道課  

  項番８０ 公の施設使用料の見直し 実施 文化振興課等  

 ⑵ 負担の公平化    

  項番８１ 家庭ごみ有料化及び戸別収集の導入 実施 ごみ対策課  

  項番８２ 給食費収納対策の推進 ➞ 学校給食課  

※年次計画における「➞」は、既に実施している取組を推進（拡充）するものである。 

⇒ － 
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１ 窓口サービスの改善 

 ⑴ 手続等の拡充 

項番 推進項目 内容 推進計画 所管課 備考 

１ 電子申請サー
ビスの拡充 

市民の利便性を向上させるた
め、市への申請手続において電
子申請サービスを用いて受付可
能な申請項目の拡充を図る。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課
(関係各課) 

 

実施 → → → 

 達成基準 

実施 

２ キャッシュレ
ス決済の導入 

市民の利便性を向上させるた
め、証明書発行等に係る事務手
数料について、キャッシュレス
決済を導入する。 

R4 R5 R6 R7 市民課 
(関係各課) 
 

令和３年度 
実施済 

検討 

⇒ － 

実施 

⇒ － 
  

 達成基準 

実施 

３ 窓口の混雑解
消に向けた新
たな取組の実
施 

市民の利便性を向上させるた
め、現在の待ち時間をスマート
フォン等で確認できるようにす
るなど、窓口の混雑解消に向け
た新たな取組を検討し、実施す
る。 

R4 R5 R6 R7 市民課 
(関係各課) 
 

 

実施    

 達成基準 

実施 

 

⑵ 手続等の簡素化・効率化 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

４ 行政手続にお
ける押印原則
の見直し 

感染症予防のための新しい生
活様式にも則した行政サービス
を効率的かつ効果的に提供する
ため、行政手続における押印の
必要性について改めて検討し、
更なる省略を図る。 

R4 R5 R6 R7 文書法制課 
 

 

    

 達成基準 

実施 

５ マイナンバー
カードの取得
促進 

市民への取得勧奨を実施する
とともに、出張受付場所を拡大
するなど、マイナンバーカード
の取得率を向上させる新たな取
組を検討し、実施する。 

R4 R5 R6 R7 市民課 
 

 

実施 → → → 

 達成基準 

実施 

６ 死亡・相続ワ
ンストップサ
ービスの検討 

市民の利便性を向上させるた
め、死亡手続等に関する総合窓
口である「おくやみコーナー」
の設置について検討する。 

R4 R5 R6 R7 市民課 
(関係各課) 
 

 

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

 
 

 

 

 

時代の変化に対応した行政サービスの提供 

 

 

 

 

改革の柱① 
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２ 行政サービスの見直し・充実 

 ⑴ 行政サービスの見直し 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

７ 市税等の減免
基準の見直し 

公平・公正な税負担の確保を
図るため、市税及び国民健康保
険税の減免の在り方を検討し、
基準の見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 課税課 
保険年金課 
 

 

実施    

 達成基準 

実施 

８ 企業誘致制度
の在り方の検
討 

地域経済の活性化、雇用の増
進等を図るため、企業誘致制度
について、今後の在り方を検討
する。 

R4 R5 R6 R7 産業観光課 
 

令和３年度 
検討終了 

    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

９ 村山温泉かた
くりの湯の在
り方の検討 

村山温泉かたくりの湯におけ
るリニューアルの効果等を検証
し、今後の在り方について検討
する。 

R4 R5 R6 R7 産業観光課 
 

実施時期を
令和３年度
から令和４
年度に変更 

－ ⇒ 
報告書 
提出 

   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

１０ 市民まつりの
見直し 

平成３０年度行政評価委員会
からの意見や、武蔵村山観光ま
ちづくり協会との役割分担を踏
まえ、市民まつりの実施内容、
実施体制等の抜本的な見直しを
行う。 

R4 R5 R6 R7 産業観光課 
 

 

実施    

 達成基準 

実施 

１１ 粗大ごみ処理
業務の見直し 

市民サービスの向上等を図る
ため、粗大ごみの受付処理シス
テムの導入や受付から処分まで
を外部に一括委託するなど、業
務の抜本的な見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 ごみ対策課 
 

実施時期を
令和４年度
から令和５
年度に変更 

実施 
⇒検討 

－ 
⇒実施 

  

 達成基準 

実施 

１２ 福祉会館の在
り方の検討 

平成３０年度行政評価委員会
からの意見を踏まえ、子どもか
ら高齢者までの幅広い世代が利
用・交流できる事業の実施な
ど、福祉会館の在り方について
検討する。 

R4 R5 R6 R7 福祉総務課 
子ども青少年課 

 

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

１３ 高齢者見守り
の在り方の検
討 

令和元年度行政評価委員会か
らの意見を踏まえ、高齢者見守
り相談室事業の見直しを検討す
るなど、高齢者の見守りに関す
る在り方を検討する。 

R4 R5 R6 R7 高齢福祉課  

検討 
報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

１４ 子どもカフェ
事業の見直し 

平成３０年度行政評価委員会
からの意見を踏まえ、コミュニ
ティ拠点としての在り方を検討
するとともに、実施日、実施場
所等の見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 子ども子育て 
支援課１１１ 

 

実施    

 達成基準 

実施 
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項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

１５ 地域公共交通
の見直し 

市民の利便性の向上等を図る
ため、「ＭＭシャトル」及び「む
らタク」の運行ルート、運行本
数等について見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 交通企画・モ 
ノレール推進 
課１１１１１ 

 

実施    

 達成基準 

実施 

１６ 成人式の見
直し 

平成３０年度行政評価委員会
からの意見を踏まえ、効果的な
成人式の実施に向けて実施方法
等の見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 文化振興課  

実施    

 達成基準 

実施 

 

⑵ 行政サービスの充実 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

１７ 多文化共生に
係る取組の拡
大 

外国人が理解しやすい「やさ
しい日本語」の活用など、外国
人に配慮した取組を拡大する。 

R4 R5 R6 R7 協働推進課 令和３年度 

実施済 
    

 達成基準 

実施 

１８ 空き店舗活用
事業の実施 

地域経済の活性化を図るた
め、商工会や金融機関と緊密に
連携を図り、空き店舗を活用し
た事業を実施する。 

R4 R5 R6 R7 産業観光課  

検討 実施   

 達成基準 

実施 

１９ 介護人材の確
保策の検討 

市内の介護事業所等における
深刻な人手不足に対応するた
め、介護人材の確保に向けた支
援策を検討する。 

R4 R5 R6 R7 高齢福祉課  

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

２０ お互いさまサ
ロンの拡充 

高齢者の社会的孤立の解消を
図り、介護予防及び地域の支え
合いの体制整備を推進するお互
いさまサロンの設置及び運営を
支援し、更なる充実を図る。 

R4 R5 R6 R7 高齢福祉課  

→ → → 達成 

 達成基準 

お互いさまサロンの設置件数

７０件 
２１ 基幹相談支援

センターの設
置の検討 

障害の種別（身体、精神、知
的）を問わず地域の実情に応じ
て権利擁護・虐待防止、地域移
行・地域定着等の支援を行うな
ど、地域における相談支援の中
核的な役割を担う機関の設置を
検討する。 

R4 R5 R6 R7 障害福祉課  

検討 
報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

２２ 児童発達支援
に係る庁内連
携体制の拡充 

乳幼児期から学齢期までの切
れ目のない児童発達支援を行う
ため、各課が成長段階に応じて
実施している支援内容を共有す
る新たな仕組みを構築し、連携
体制の更なる充実を図る。 

R4 R5 R6 R7 障害福祉課 
(関係各課) 

 

実施    

 達成基準 

実施 
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項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

２３ がん検診（精
密検査）の受
診勧奨 

がんを早期に発見し、市民の
健康増進を図るため、胃がん、
肺がん、大腸がん、乳がん及び
子宮 頸

け い

がん検診の精密検査受診
率の向上策を検討し、実施す
る。 

R4 R5 R6 R7 健康推進課  

→ → → 達成 

 達成基準 
各種がん検診における精密検
査受診率７０．０％ 

２４ 特定健康診査
の受診勧奨 

自らの健康リスクを把握し、
生活習慣病の発症及び重症化を
予防する契機となる特定健康診
査の受診者を増やすため、受診
勧奨を実施する。 

R4 R5 R6 R7 健康推進課  

→ 達成   

 達成基準 
国民健康保険被保険者（４０
歳以上７５歳未満）の特定健
康診査受診率６０．０％ 

２５ 特定保健指導
の利用勧奨 

特定健康診査の結果、生活習
慣病の危険因子の数に応じて階
層化された保健指導対象者に対
し、生活習慣病の発症を予防す
るため、個々の生活習慣の改善
に主眼を置いた保健指導の利用
勧奨を実施する。 

R4 R5 R6 R7 健康推進課  

→ 達成   

 達成基準 
国民健康保険被保険者（４０
歳以上７５歳未満）の特定健
康診査受診率６０．０％ 

２６ 保育人材の確
保策の検討 

市内の保育所における深刻な
保育士不足に対応するため、保
育人材の確保に向けた支援策を
検討する。 

R4 R5 R6 R7 子ども青少年課  

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

２７ 空き家対策事
業の実施 

市内にある空き家の実態把握
を行い、市の実情にあった空家
等対策計画を策定した上で、空
き家対策を実施する。 

R4 R5 R6 R7 都市計画課  

 検討 実施  

 達成基準 

実施 

２８ 学校教育にお
けるＩＣＴ化
の推進 

電子教材等を導入するなど、
学校教育におけるＩＣＴ化を推
進する。 

R4 R5 R6 R7 教育指導課 

 
実施 → → → 

 達成基準 

実施 

２９ スポーツを活
用した地域活
性化策の検討 

平成２６年度に行ったスポー
ツ都市宣言を踏まえ、スポーツ
を活用した地域の活性化策につ
いて検討する。 

R4 R5 R6 R7 スポーツ振興課 

 
検討 

報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

３０ 電子図書の導
入 

市民の利便性を向上させるた
め、図書館への電子図書の導入
について検討し、実施する。 

R4 R5 R6 R7 図書館 実施時期を
令和５年度
から令和４
年度に変更 

検討 
⇒ 実施 

実施 
⇒ －  

  

 達成基準 

実施 
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３ 協働・連携等の推進 

 ⑴ コミュニティの活性化 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

３１ 自主防災組織
の活性化策の
検討 

地域における防災機能・意識
の向上を図るため、自主防災組
織の結成促進や活性化に向けた
新たな支援策について検討す
る。 

R4 R5 R6 R7 防災安全課  

 検討 
報告書 
提出  

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

３２ 自主防犯組織
の活性化策の
検討 

地域における防犯機能・意識
の向上を図るため、学校やＰＴ
Ａ等の地域で防犯活動を行う団
体との連携を強化するなど、自
主防犯組織の活性化に向けた方
策について検討する。 

R4 R5 R6 R7 防災安全課 
(関係各課) 

 

 検討 
報告書 
提出  

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

３３ 新たな自治会
活性化策の実
施 

地域コミュニティの形成促進
を図るため、自治会加入率の向
上や自治会の活性化に向けた新
たな支援策について検討し、実
施する。 

R4 R5 R6 R7 協働推進課  

実施    

 達成基準 

実施 

 

 ⑵ 協働・連携に向けた環境整備 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

３４ 災害ボランテ
ィア運営体制
の整備 

災害ボランティアセンター設
置運営マニュアルを改訂し、ボ
ランティアコーディネーターの
育成や、感染症対策を考慮した
ボランティア受入体制の構築を
図る。 

R4 R5 R6 R7 協働推進課 
防災安全課 

令和３年度 
実施済 実施 

⇒ － 
   

 達成基準 

実施 

３５ 新たな選挙啓
発活動の実施 

市民の選挙制度に対する理解
の促進や投票行動に対する意識
の高揚を図るため、市民自らが
選挙啓発等に携わる選挙啓発ボ
ランティアを募集するなど、新
たな選挙啓発活動を実施する。 

R4 R5 R6 R7 選挙管理委
員会事務局 

令和３年度 
実施済 

    

 達成基準 

実施 

 

 ⑶ 男女共同参画の推進 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

３６ ワーク・ライ
フ・バランス
の推進 

市内の事業所や家庭における
ワーク・ライフ・バランスを推
進するため、仕事と家庭の両立
支援などに取り組むモデルとな
る事業所を認定し、周知を図る
ことにより機運の醸成を図る。 

R4 R5 R6 R7 協働推進課 令和３年度 
実施済 → 

⇒ － 

→ 

⇒ － 

達成 

⇒ － 
 

 達成基準 

認定件数５件 
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４ 市民との情報の共有 

 ⑴ 広報の充実 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

３７ 効果的な情報
発信の拡充 

ＹｏｕＴｕｂｅを活用した動
画による広報や、ＬＩＮＥ等の
新たなＳＮＳを活用した適時な
広報など、効果的に情報を発信
する方法を検討し、拡充する。 

R4 R5 R6 R7 秘書広報課  

実施    

 達成基準 

実施 

３８ 広報アプリの
導入の検討 

市報の閲覧や最新の市政情報
等を簡単に取得することができ
る、市独自の広報アプリの導入
について検討する。 

R4 R5 R6 R7 秘書広報課  

検討 
報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

３９ ＩＣＴを活用
した災害・防
災情報の提供 

災害情報の正確かつ迅速な収
集・提供や、防災情報の効果的
な周知を図るため、ＩＣＴを活
用した新たな取組を検討し、実
施する。 

R4 R5 R6 R7 防災安全課  

実施    

 達成基準 

実施 

 
 ⑵ 広聴の充実 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

４０ 広聴のデータ
ベース化 

市長への手紙やタウンミーテ
ィング等において市民から寄せ
られた意見をデータベース化
し、庁内で情報を共有する仕組
みを構築する。 

R4 R5 R6 R7 秘書広報課  

実施    

 達成基準 

実施 

  



 

- 12 - 

 

 

 

１ 職員の能力向上及び意識改革 

 ⑴ 職員力・組織力の向上 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

４１ 職員定数の適
正化 

適正な職員配置による行政運
営を推進するため、効率的な組
織体制を構築し、定員適正化計
画に基づく定員管理を行う。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課  

→ → → 達成 

 達成基準 

３９５人 

４２ 新たな勤務意
欲向上策の実
施 

職員の勤務意欲の向上を図る
ため、働き方改革を推進すると
ともに、人事考課制度の見直し
や、管理職の期末・勤勉手当に
おける勤勉手当の配分割合の引
上げなど、新たな方策を検討
し、実施する。 

R4 R5 R6 R7 職員課 令和４年度
実施済 

― 
⇒ 実施 

検討 
⇒ → 

実施 

⇒ → 
 

 達成基準 

実施 

４３ 代替休暇制度
の導入 

職員の健康保持、業務能率の
確保を図るため、ノー残業デー
や時差勤務を継続するほか、月
６０時間超の時間外勤務を行っ
た際に代替休暇を取得する制度
を導入する。 

R4 R5 R6 R7 職員課 実施時期を
令和４年度
から令和５
年度に変更 

実施 
⇒ 検討 

－ 
⇒ 実施 

  

 達成基準 

実施 

 
 ⑵ 人材育成の推進 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

４４ 文書作成能力
向上研修の実
施 

職員の文書作成能力の向上を
図るため、公用文の作成方法や
法制執務の知識等を習得するた
めの研修を定期的に実施する。 

R4 R5 R6 R7 文書法制課  

実施 → → → 

 達成基準 

実施 

４５ 職員接遇マニ
ュアルの改訂 

職員の意識改革を促し、市民
サービスの更なる向上を図るた
め、職員接遇マニュアルを改訂
する。 

R4 R5 R6 R7 職員課  

    

 達成基準 

実施 

４６ 職員研修の充
実 

より多くの職員が必要とする
研修を受講できるよう、ｅラー
ニングメニューの拡充やＷｅｂ
研修の導入など、研修方法の充
実を図る。 

R4 R5 R6 R7 職員課 実施時期を
令和４年度
から令和５
年度に変更 

実施 
⇒ 検討 

－ 
⇒ 実施 

  

 達成基準 

実施 

 

 

 

 

 

将来を見据えた弾力的な行財政基盤の確立 改革の柱② 
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２ 弾力的な財政基盤の構築 

 ⑴ 歳入の確保 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

４７ 広告収入の在
り方の検討 

歳入の増加を図るため、市報
やホームページ以外の広告媒体
の検討や広告料の単価の見直し
など、広告収入の在り方につい
て検討する。 

R4 R5 R6 R7 秘書広報課  

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

４８ 企業版ふるさ
と納税制度の
導入 

地方創生事業への更なる企業
の参画を促進するため、地域再
生計画を作成し、企業版ふるさ
と納税制度を活用した寄附の受
入を実施する。 

R4 R5 R6 R7 企画政策課 
財政課 

 
実施    

 達成基準 

実施 

４９ 新たな寄附制
度の導入 

既存の寄附制度の整理を行う
とともに、クラウドファンディ
ングなどの新たな寄附制度を導
入する。 

R4 R5 R6 R7 財政課 

 
実施    

 達成基準 

実施 

５０ 国民健康保険
税率の見直し 

国民健康保険事業の健全な運
営を確保するため、国保財政健
全化計画に基づき定期的に国民
健康保険税率の見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 保険年金課 

 
実施 → → → 

 達成基準 

実施 

５１ 市民税未申告
者の申告促進 

適正・公平な課税を推進する
ため、市民税における未申告者
に対する調査方法の見直しや申
告勧奨の強化を行い、未申告者
の減少を図る。 

R4 R5 R6 R7 課税課 

 
→ → → 達成 

 達成基準 
申告勧奨件数に対する申告件
数の割合５０．０％ 

５２ 市税等収納対
策の推進 

市民負担の公平性の確保、サ
ービス水準の維持等を図る観点
から、市税等（市税、国民健康
保険税、後期高齢者医療保険料
及び保育利用者負担金）の徴収
を強化するための方法を検討
し、有効な収納対策を実施する
ことにより収納率の向上を図
る。 

R4 R5 R6 R7 収納課 

 

→ → → 達成 

 達成基準 
市税収納率９８．６％ 
(現年度分+滞納繰越分) 

５３ 介護保険料収
納対策の推進 

市民負担の公平性の確保、サ
ービス水準の維持等を図る観点
から、介護保険料の有効な収納
対策を実施することにより収納
率の向上を図る。 

R4 R5 R6 R7 高齢福祉課 

 
→ → → 達成 

 達成基準 
収納率９７．５％ 
(現年度分+滞納繰越分) 

５４ 学童クラブ育
成料収納対策
の推進 

市民負担の公平性の確保、サ
ービス水準の維持等を図る観点
から、学童クラブ育成料の有効
な収納対策を実施することによ
り収納率の向上を図る。 

R4 R5 R6 R7 子ども青少年課 

 

→ → → 達成 

 達成基準 
収納率９５．０％ 
(現年度分+滞納繰越分) 
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 ⑵ 歳出の合理化 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

５５ （仮称）生涯
学習センター
の整備の検討 

既存の公共施設の集約化や適
正な配置を図るため、中央図書
館と中央公民館の機能を併せも
った（仮称）生涯学習センター
の設置について検討する。 

R4 R5 R6 R7 企画政策課 
文化振興課 
図書館 

 

検討 
報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

５６ 臨時財政対策
債の発行額の
抑制 

計画的で安定的な財政運営を
推進するため、臨時財政対策債
の発行額について、当該年度の
臨時財政対策債の元金償還額を
下回る金額へと抑制する。 

R4 R5 R6 R7 財政課  

→ → → 達成 

 達成基準 

当該年度元金償還額以下 

５７ 財政調整基金
の残高の確保 

計画的で安定的な財政運営を
推進するため、財政調整基金の
残高確保に努める。 

R4 R5 R6 R7 財政課  

→ → → 達成 

 達成基準 

標準財政規模の１０％以上 

５８ 補助金等の整
理合理化 

限られた財源の効果的な活用
を図るため、行政評価の結果や
補助金等交付基準に基づき補助
金等の検証・見直しを図り、整
理合理化を推進する。 

R4 R5 R6 R7 財政課 
行政経営課 
(関係各課) 

 

実施 → → → 

 達成基準 

実施 

５９ 社会福祉協議
会への財政支
援等の在り方
の検討 

法人の独立性を確保するた
め、委託事業の見直しを含め、
市と社会福祉協議会との役割分
担を明確にした上で、市の財政
支援等の在り方について検討す
る。 

R4 R5 R6 R7 福祉総務課  

検討 
報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

６０ シルバー人材
センターへの
財政支援等の
在り方の検討 

法人の独立性を確保するた
め、民間からの受注機会の拡大
や独自の収益事業の実施など、
財政基盤の安定化に向けた取組
を促すとともに、市の財政支援
等の在り方について検討する。 

R4 R5 R6 R7 福祉総務課  

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

６１ 小学校学校給
食調理等業務
の民間委託 

将来にわたって学校給食を安
定的に提供するとともに、経費
の削減及びサービス水準の維持
向上を図るため、（仮称）防災食
育センターの稼働に合わせて小
学校学校給食調理等業務の民間
委託を実施する。 

R4 R5 R6 R7 学校給食課  

  検討 実施 

 達成基準 

実施 
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３ 効率的かつ効果的な事務の執行 

 ⑴ 事務事業等の整理合理化 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

６２ 庁議等の所掌
事項の検討 

事務の効率化を図るため、庁
議、調整会議、政策調整会議、
部課長会議等の各会議が担う所
掌事項の見直しや再編について
検討する。 

R4 R5 R6 R7 企画政策課 令和３年度 
検討終了 

    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

６３ 専決事案の見
直し 

意思決定の迅速化や責任の明
確化を図るため、事務決裁規程
に定められた専決事案の見直し
を行う。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課  

実施    

 達成基準 

実施 

６４ 行政評価制度
の見直し 

市民の視点に立った効率的か
つ効果的な市政を推進するた
め、新たな評価方法について検
討し、制度の見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課  

実施    

 達成基準 

実施 

６５ 附属機関等の
整理統合 

業務の効率化を図るため、所
掌事項の類似する附属機関等に
ついて、整理統合を行う。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課 
(関係各課) 

 

 検討 実施  

 達成基準 

実施 

６６ オフィス改革
の検討 

業務の効率化を図るととも
に、職員間のコミュニケーショ
ンの円滑化を図り、意見交換に
基づく創意工夫を促すため、執
務スペースの拡充や自由席制の
導入など、オフィス改革につい
て検討する。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課  

 検討 
報告書 
提出  

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

 

 ⑵ ＩＣＴの活用 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

６７ ＡＩ・ＲＰＡ
を活用した業
務の効率化 

業務の効率化を図るため、定
型的な事務事業等へのＡＩ・Ｒ
ＰＡの導入を推進する。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課 
(関係各課) 

 

実施 → → → 

 達成基準 

実施 

６８ Ｗｅｂ会議の
拡充の検討 

他の自治体、事業者等との円
滑な調整及び業務の効率化を推
進するために実施しているＷｅ
ｂ会議について、庁内会議での
運用を検討する。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課  

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 
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項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

６９ ペーパーレス
会議の導入の
検討 

会議の円滑な運営を図り、会
議資料の作成に係るコストを削
減するため、タブレット端末を
活用するなど、ペーパーレス会
議の導入を検討する。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課 令和３年度 
実施済 報告書 

提出 
⇒ － 

   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

⇒ 実施 

７０ ビジネスチャ
ットの導入の
検討 

情報共有の効率化、意思決定
の迅速化など、業務の効率化を
図るため、庁内で利用できるビ
ジネスチャットの導入を検討す
る。 

R4 R5 R6 R7 行政経営課 

 
検討 

報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

７１ 文書管理シス
テムの導入の
検討 

公文書の適正な管理を推進す
るため、文書の収受から保存、
公開、廃棄に至るまでのサイク
ルを一元的に管理できるシステ
ムの導入を検討する。 

R4 R5 R6 R7 文書法制課 

 

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

７２ 電子決裁シス
テムの導入の
検討 

業務の効率化を図るため、紙
に押印する方法での意思決定を
見直し、電子決裁システムを用
いた意思決定の導入を検討す
る。 

R4 R5 R6 R7 文書法制課 

 

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

７３ 庶務事務シス
テムの導入 

職員の出退勤等の管理に係る
事務の効率化を図るため、タイ
ムカード及び紙台帳による管理
を廃止し、データで管理するた
めの庶務事務システムを導入す
る。 

R4 R5 R6 R7 職員課 

 
検討 実施   

 達成基準 

実施 

７４ テレワークの
導入 

ワーク・ライフ・バランスの
推進を図るとともに、生産性の
向上を含めた多様な働き方を実
現するため、テレワークを導入
する。 

R4 R5 R6 R7 職員課 
行政経営課 

 
検討 実施   

 達成基準 

実施 

７５ 市税電子申告
の促進 

税務事務の効率化を図るた
め、市税申告、給与支払報告書
等の電子申告の利用を促進す
る。 

R4 R5 R6 R7 課税課 

 
→ → → 達成 

 達成基準 

電子申告利用件数７６，０

００件 

 

 ⑶ 公共調達の透明化 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

７６ 単価契約の適
用の検討 

契約における透明性を確保す
るため、反復継続して実施する
業務について、性質や内容に見
合った契約形態を検討し、契約
全体の中で単価契約の適用の可
否を検討する。 

R4 R5 R6 R7 総務契約課  

報告書 
提出    

 達成基準 

検討結果報告書の提出 
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項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

７７ 一般競争入札
の適用範囲の
拡大に向けた
検討 

入札における透明性、競争性
及び公正性を確保するため、一
般競争入札の適用範囲の拡大に
ついて検討する。 

R4 R5 R6 R7 総務契約課  

検討 
報告書 
提出   

 達成基準 

検討結果報告書の提出 

 

４ 受益者負担の適正化 

 ⑴ 手数料・使用料の見直し 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

７８ 事務手数料の
見直し 

受益者負担の適正化を図るた
め、証明書発行等に係る事務手
数料について、事務手数料改定
サイクルに基づき定期的に見直
しを行う。 

R4 R5 R6 R7 市民課 
(関係各課) 

 

 検討 実施  

 達成基準 

実施 

７９ 下水道使用料
の見直し 

老朽化した管渠の更新に要す
る費用等の増大を見据え、計画
的で安定的な下水道事業を今後
も展開するため、公共下水道事
業経営戦略に基づき定期的に下
水道使用料の見直しを行う。 

R4 R5 R6 R7 道路下水道課  

検討 実施  検討 

 達成基準 

実施 

８０ 公の施設使用
料の見直し 

受益者負担の適正化を図るた
め、公の施設使用料について、
公の施設使用料見直し基本方針
に基づき定期的に見直しを行
う。 

R4 R5 R6 R7 文化振興課 
協働推進課 
産業観光課 
環境課 
障害福祉課 
教育総務課 
スポーツ振興課 

 

実施   検討 

 達成基準 

実施 

  

⑵ 負担の公平化 

項番 推進項目 内  容 推進計画 所管課 備考 

８１ 家庭ごみ有料
化及び戸別収
集の導入 

ごみの減量及び資源化の推進
を図るとともに、良好な環境の
次世代への継承、排出量に応じ
た負担の公平性の確保等のた
め、家庭ごみ有料化及び戸別収
集を導入する。 

R4 R5 R6 R7 ごみ対策課  

実施    

 達成基準 

実施 

８２ 給食費収納対
策の推進 

市民負担の公平性の確保、サ
ービス水準の維持等を図る観点
から、有効な収納対策を実施
し、給食費収納率の向上を図
る。 

R4 R5 R6 R7 学校給食課  

→ → → 達成 

 達成基準 
収納率９８．０％ 
(現年度分+滞納繰越分) 
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